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１．燃料管理に関する保安規定上の記載の考え方 

「保安規定変更に係る基本方針」（ＢＷＲ７社 令和元年５月９日作成，令和４年９月１

５日最終改訂）（以下，「基本方針」という。）では，保安規定に記載すべき事項として以下

のとおり整理している。 

[記載箇所：2-2 頁] 

2.2.1 保安規定に記載すべき事項について 

原子炉設置者は従来から、原子炉等規制法、実用炉規則、発電用原子力設備に関す

る技術基準等（以下、「法令等」という。）の要求事項及び法令等へ適合することを確

認した内容（保安管理に係るものに限る。以下、同じ。）については、保安規定第１条

（目的）で定める「核燃料物質等又は原子炉による災害の防止を図る」ため原子炉設

置者の保安活動として必須の事項であり、原子力発電所の安全性を継続的に確保する

うえで原子炉設置者の組織として担保すべき事項であることから、その内容を実施す

る行為者とその行為内容を保安規定へ記載することとしている。 

 

新規制基準施行に伴い，原子炉等規制法，実用炉規則，発電用原子力設備に関する技術

基準等が改正，新規制定されたことから，これらに基づき島根原子力発電所２号炉設置変

更許可，設計及び工事計画認可を申請した。 

このため，基本方針に従い，島根原子力発電所２号炉設置変更許可，設計及び工事計画

認可を申請した事項のうち保安管理に関する事項について，島根原子力発電所原子炉施設

保安規定（以下，「保安規定」という。）に記載する。 

保安規定「第５章 燃料管理」では，核燃料物質，核燃料物質によって汚染された物ま

たは原子炉による災害の防止の観点から，新燃料を発電所構内に搬入してから使用済燃料

を発電所構外に搬出するまでの燃料の取扱上の保安管理措置の他，燃料の検査および燃料

取替時の未臨界性の維持，炉心の安全性の確保といった保安管理措置を規定していること

から，島根原子力発電所２号炉設置変更許可，設計及び工事計画認可を申請した事項のう

ち燃料管理に関する事項については，「第５章 燃料管理」に記載する。 

 

２．保安規定条文への反映 

島根原子力発電所２号炉設置変更許可，設計及び工事計画認可を申請した事項のうち燃料管

理に関する事項について，次項以降のとおり保安規定に記載する。 
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保
安
規
定
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

（
新
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
７
９
条

 
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
新
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
各
号
を
遵
守
す
る
。
 

（
１
）
新
燃
料
貯
蔵
庫
ま
た
は
燃
料
プ
ー
ル
（
以
下
「
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。）

に
貯
蔵
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
貯
蔵
施
設
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
原
子
炉
建
物
天
井
ク
レ
ー
ン
ま
た
は
燃
料
取
替
機
を
使
用
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

（
５
）
燃
料
プ
ー
ル
に
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状
態
で
，
燃
料
プ
ー
ル
に
１
炉

心
以
上
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
の
空
き
容
量
を
確
保
す
る
こ
と
（
２
号
炉
）
。

 
①

 

                              

①
 

設
置
変
更
許
可
添
付
書
類
八
（
4
.
1 

燃
料
体
等
の
取
扱
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
）
に
記
載
し
た
下
記
事
項
に
基
づ
き
，
保
安

規
定
に
記
載
す
る
。
 

「
燃
料
プ
ー
ル
は
，
使
用
済
燃
料
及
び
新
燃
料
を
計
画
ど
お
り
に
貯
蔵
し
た
後
で
も
，
２
号
炉
の
炉
心
内
の
全
燃
料
を
燃

料
プ
ー
ル
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
貯
蔵
能
力
を
有
し
た
設
計
と
す
る
。
」
 

 設
置
変
更
許
可
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
運
用
上
，
明
確
化
す
る
た
め
，
 

「
使
用
済
燃
料
及
び
新
燃
料
を
計
画
ど
お
り
に
貯
蔵
し
た
後
」
と
し
て
「
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状

態
」
 

「
炉
心
内
の
全
燃
料
」
と
し
て
「
１
炉
心
以
上
」
 

と
表
現
し
，
保
安
規
定
に
記
載
す
る
。
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保
安
規
定
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
８
４
条

 
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
使
用
済
燃
料
（
以
下
，
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
含
む
。）

を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の

各
号
を
遵
守
す
る
。
 

（
１
）
各
号
炉
の
使
用
済
燃
料
を
表
８
４
に
定
め
る
燃
料
プ
ー
ル
に
貯
蔵
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
燃
料
プ
ー
ル
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示
す
る
こ

と
。
 

（
３
）
燃
料
取
替
機
を
使
用
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
燃
料
プ
ー
ル
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
に
収
納
す
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
と
判
断
し
た
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
は
，
破
損
燃
料

収
納
容
器
に
収
納
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

（
６
）
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状
態
で
，
燃
料
プ
ー
ル
に
１
炉
心
以
上
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
の

空
き
容
量
を
確
保
す
る
こ
と
（
２
号
炉
）。

 
①
 

 ２
．
各
課
長
は
，
燃
料
プ
ー
ル
周
辺
に
設
置
す
る
設
備
に
つ
い
て
，
燃
料
プ
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
す
落
下
物
と
な
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
場
合
は
，
落
下
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
（
２
号
炉
）
。
 
②
 

 表
８
４
 

各
号
炉
の
使
用
済
燃
料
 

貯
蔵
可
能
な
燃
料
プ
ー
ル
 

２
号
炉
 

２
号
炉
 

３
号
炉
 

３
号
炉
 

                       

②
 

設
置
変
更
許
可
添
付
書
類
八
（

4
.
1
.1
.
6 

手
順
等
）
に
記
載
し
た
下
記
事
項
に
基
づ
き
，
保
安
規
定
に
記
載
す
る
。
 

(1
) 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
重
量
物
落
下
防
止
対
策
 

a.
 
燃
料
プ
ー
ル
周
辺
に
設
置
す
る
設
備
や
取
り
扱
う
吊
荷
に
つ
い
て
は
，
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
評
価
フ
ロ
ー
に
基
づ

き
評
価
を
行
い
，
燃
料
プ
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
す
落
下
物
と
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
場
合
は
落
下
防
止
措
置
を

実
施
す
る
。
 

  本
事
項
に
つ
い
て
は
，
各
課
長
が
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
第
２
項
と
し
て
記
載
し
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
関
連
す

る
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
第
８
４
条
に
記
載
す
る
。
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保
安
規
定
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

（
使
用
済
燃
料
の
運
搬
）
 

第
８
４
条
の
２

 
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
使
用
済
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル

に
お
い
て
，
燃
料
取
替
機
を
使
用
す
る
。
 

２
．
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
各
号
を
確
認
し
，

燃
料
プ
ー
ル
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

（
１
）
法
令
に
適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
燃
料
取
替
機
を
使
用
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
使
用
済
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

（
４
）
収
納
す
る
使
用
済
燃
料
の
タ
イ
プ
お
よ
び
冷
却
期
間
が
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
の
収
納
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。
 

（
５
）
原
子
炉
建
物
天
井
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
燃
料
プ
ー
ル
上
で
取
り
扱
う
場
合
は
，
キ
ャ
ス
ク
置

場
ゲ
ー
ト
を
閉
止
す
る
こ
と
お
よ
び
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
の
移
動
範
囲
や
移
動
速
度
を
制
限
す
る
こ
と（

２
号
炉
）。
 
 

③
 

 ３
．
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
運
搬
す
る
場
合

は
，
運
搬
前
に
次
の
各
号
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
管
理
区
域
内
で
運
搬
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
，（

３
）
か
ら
（
６
）

の
適
用
を
除
く
。
 

（
１
）
容
器
の
車
両
へ
の
積
付
け
は
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

（
２
）
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
。
 

（
３
）
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
を
制
限
す
る
と

と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
り
人
を
配
置
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
。
 

（
５
）
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監

督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

（
６
）
容
器
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
つ
け
る
こ
と
。
 

 ４
．
課
長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
管
理
区
域
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場

合
は
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密

度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
９
２
条
（
管
理

区
域
内
に
お
け
る
区
域
区
分
）
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
確
認

を
省
略
で
き
る
。
 

 ５
．
課
長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
課
長
（
燃
料
技
術
）
が
管
理
区
域
内
で
第
９
２
条
（
管
理
区
域
内
に
お
け
る
区
域
区
分
）

第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
に
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
移
動
す
る
場
合
は
，
移
動
前
に
容

器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ６
．
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
，
措
置
を
講
じ
る
。
 

③
 

設
計
及
び
工
事
計
画
補
足
説
明
資
料
（
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
取
扱
い
作
業
時
に
お
け
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
影
響
）
に
記
載

し
た
下
記
事
項
に
基
づ
き
，
保
安
規
定
に
記
載
す
る
。
 

「
本
作
業
時
に
お
け
る
原
子
炉
建
物
天
井
ク
レ
ー
ン
の
運
転
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
が
燃
料
プ
ー
ル
上
を
通
過
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
，
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
に
よ
る
可
動
範
囲
制
限
を
行
う
こ
と
で
，
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
使
用
済
燃
料
輸
送
容

器
の
落
下
は
防
止
さ
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
原
子
炉
建
物
天
井
ク
レ
ー
ン
は
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
に
よ
る
運
転
の

他
，
動
力
電
源
喪
失
時
に
自
動
的
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
と
も
に
，
フ
ッ
ク
に
は
外
れ
止
め
金
具

が
装
備
さ
れ
て
お
り
，
速
度
制
限
，
過
巻
防
止
用
の
リ
ミ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ
も
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
使
用
済
燃
料

輸
送
容
器
の
落
下
は
防
止
さ
れ
る
設
計
と
し
て
い
る
。」

 

「
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
は
横
行
，
走
行
方
向
及
び
鉛
直
方
向
に
滑
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
キ
ャ

ス
ク
置
場
に
て
取
り
扱
う
際
に
は
，
キ
ャ
ス
ク
置
場
を
燃
料
プ
ー
ル
と
隔
離
し
て
，
キ
ャ
ス
ク
置
場
単
独
で
水
抜
き
等
を

実
施
す
る
た
め
の
キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
ゲ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
が
横
行
，
走
行
方
向
及
び
鉛

直
方
向
に
滑
っ
た
と
し
て
も
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
維
持
の
た
め
の
燃
料
プ
ー
ル
ラ
イ
ニ
ン
グ
健
全
性
は
維
持
さ
れ
る
。」

 

 な
お
，
設
計
及
び
工
事
計
画
補
足
説
明
資
料
の
「
燃
料
プ
ー
ル
上
を
通
過
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
，
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
に

よ
る
可
動
範
囲
制
限
を
行
う
」
と
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
取
り
扱
い
時
の
燃
料
プ
ー
ル
上
の
可
動
範
囲
を
キ
ャ
ス
ク

置
場
内
に
制
限
す
る
こ
と
を
指
す
。
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保
安
規
定
 
条
文
 

記
載
内
容
の
説
明
 

７
．
検
査
総
括
責
任
者
は
，
第
４
条
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
組
織
の
う
ち
，
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
組
織
と
は
別

の
組
織
の
者
を
，
検
査
実
施
責
任
者
と
し
て
指
名
す
る
。
 

８
．
前
項
の
検
査
実
施
責
任
者
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術

基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
使
用
済
燃
料
を
他
の
号
炉
に
運
搬

を
す
る
場
合
に
も
同
様
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

（
１
）
外
観
検
査
 

（
２
）
気
密
漏
え
い
検
査
 

（
３
）
圧
力
測
定
検
査
 

（
４
）
線
量
当
量
率
検
査
 

（
５
）
未
臨
界
検
査
 

（
６
）
温
度
測
定
検
査
 

（
７
）
吊
上
検
査
 

（
８
）
重
量
検
査
 

（
９
）
収
納
物
検
査
 

（
10
）
表
面
密
度
検
査
 

９
．
課
長
（
燃
料
技
術
）
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
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